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問 

企
画
財
政
課 

企
画
調
整
広
報
係　

☎
６
５
・
１
０
８
５

問 

税
務
課 

税
務
係　

☎
６
５
・
１
０
７
６

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
！

第
６
次
桂
川
町
総
合
計
画
ア
ン
ケ
ー
ト

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り

一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
は
国
保
減
免

　

桂
川
町
で
は
、
新
た
に
将
来
の
ま
ち
づ
く
り
の
目
標

を
掲
げ
、
町
の
今
後
の
進
む
べ
き
方
向
性
を
具
体
的
に

示
す
10
年
間
の
基
本
構
想
と
5
年
間
の
前
期
基
本
計
画

を
定
め
る
た
め
「
第
6
次
桂
川
町
総
合
計
画
」
を
策
定

し
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
町
民
の
皆
さ
ま
の
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る

考
え
、
想
い
を
お
聞
き
す
る
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
し
ま
す
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
町
内
に
お
住
ま
い
の
全
世
帯
を
対

象
と
し
、
7
月
初
旬
に
郵
送
い
た
し
ま
す
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
に
活
か

し
て
い
き
ま
す
の
で
、
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
左

記
の
要
件
を
満
た
す
人
は
、
申
請
に
よ
り
国
民
健
康
保

険
税
が
減
免
と
な
り
ま
す
。

【
国
保
税
減
免
の
対
象
と
な
る
人
】

　

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
、
主
た
る
生

　
　

計
維
持
者
が
死
亡
、
又
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世

　
　

帯
の
方 

… 

全
額
免
除

　

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
、
主
た
る
生

　
　

計
維
持
者
の
収
入
減
少
が
見
込
ま
れ
⑴
～
⑶
の
要
件

　
　

に
全
て
該
当
す
る
世
帯
…
表
の
減
免
割
合
に
応
じ
た

　
　

金
額

　
　

⑴ 

事
業
収
入
や
給
与
収
入
な
ど
、
収
入
の
種
類
ご
と

　
　
　

 

に
見
た
収
入
の
い
ず
れ
か
が
、
前
年
に
比
べ
て　

　
　
　

  

10
分
の
3
以
上
減
少
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と

　
　

⑵ 

前
年
の
所
得
の
合
計
額
が
１
０
０
０
万
円
以
下

　
　

⑶ 

収
入
減
少
が
見
込
ま
れ
る
種
類
の
所
得
以
外
の
前

　
　
　

  

年
の
所
得
の
合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下

第
６
次
総
合
計
画
ア
ン
ケ
ー
ト
発
送

国
民
健
康
保
険
税
減
免
申
請
に
つ
い
て

お知らせ

お知らせ

問 

企
画
財
政
課 

政
策
推
進
係　

☎
６
５
・
１
０
８
５

特
別
定
額
給
付
金
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か
？

　
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
経
済
対
策
」
の

一
環
と
し
て
家
計
へ
の
支
援
を
行
う
た
め
、
1
人
当
た

り
10
万
円
を
給
付
す
る
特
別
定
額
給
付
金
事
業
を
実
施

し
て
お
り
ま
す
。
申
請
期
限
等
は
左
記
の
と
お
り
と

な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
参
照
の
上
、
申
請
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
申
請
期
限
】

　
〈
郵
送
に
よ
る
申
請
〉
8
月
11
日
㈫
ま
で
※
当
日
消
印
有
効

　
〈
窓
口
申
請
〉
8
月
11
日
㈫ 

17
時
15
分
ま
で

　
〈
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
〉
8
月
11
日
㈫ 

17
時
15
分
ま
で

※
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
郵

　

送
に
よ
る
申
請
・
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
を
推
奨
し
て
お

　

り
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

特
別
定
額
給
付
金
の
申
請
に
つ
い
て

給付金
　
　

   

特
別
定
額
給
付
金
の
給
付
を
装
っ
た

　
　

   

詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！ 

合計所得金額に応じた減免割合

300万円以下
全部

（10分の10）

400万円以下 10分の8

550万円以下 10分の6

750万円以下 10分の4

1000万円以下 10分の2

※申請に必要な書類や不明な
　点などはお問合せください。

▲ 前回作成した「第 5 次総合計画」

5 頁 令和 2 年 . 広報けいせん 7 月 


